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ｓ3. 交通事故による金銭的損失の算定 

ｓ3.1 金銭的損失の算定方法 

交通事故による金銭的損失の算定には、令和 2 年（2020 年）のデータが得られる統計情

報を主に利用した（表ｓ 3-1）。 

 

表ｓ 3-1 主な利用データ 

項目 主な利用データ 

人的損失 治療関係 [原単位] 
「自動車保険データにみる交通事故の経済的損失の状況（2012 年４月

～2013 年 3 月）」（一般社団法人日本損害保険協会） 
「自動車保険データ（支払保険金関連）2012 年度」（一般社団法人日本

損害保険協会） 
[死者数] 
「令和 4 年版 犯罪被害者白書」（警察庁） 
「道路の交通に関する統計」2021 年（警察庁） 
「人口動態調査」2021 年（厚生労働省） 
[負傷者数] 
「数字でみる自動車 2022」（国土交通省） 
「2021 年度（2020 年度統計）自動車保険の概況」（損害保険料率算出

機構） 
「令和 2 年版 交通事故統計年報」（公益財団法人 交通事故総合分析

センター） 
「自動車保険データ（支払保険金関連）2012 年度」（一般社団法人日本

損害保険協会） 

休業損失 

慰謝料 

逸失利益 

物的損失 [原単位] 
「自動車保険データ（支払保険金関連）2012 年度」（一般社団法人日

本損害保険協会） 
「道路の交通に関する統計」2021 年（警察庁） 
[件数] 
「令和 2 年版交通事故統計年報」、「平成 24 年版交通事故統計年報」

（公益財団法人 交通事故総合分析センター） 

事業主体損失 [原単位] 
「財政金融統計月報第 835 号 法人企業統計年報特集（令和 2 年度）」

（財務省） 
[損失日数] 
「2021 年度（2020 年度統計）自動車保険の概況」（損害保険料率算出

機構） 
「労働能力喪失率表」（国土交通省） 
[死傷者数] 
「令和 2 年版交通事故統計年報」（公益財団法人 交通事故総合分析

センター） 
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項目 主な利用データ 

各種公的

機関等の

損失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急搬送費 [原単位] 
「令和 2 年度 地方交付税制度解説（単位費用篇）」（一般財団法人 地

方財務協会） 
「人口推計 令和 2 年 10 月報」（総務省統計局） 
[出動件数] 
「令和 3 年版 消防白書」（消防庁） 

警察の事故

処理費用 
[原単位] 
「令和 2 年度 地方交付税制度解説（単位費用篇）」（一般財団法人 地

方財務協会） 
[処理時間] 
平成 28 年度調査値を延長推計 

裁判費用 [原単位] 
「令和 2 年度裁判所決算」（裁判所） 
[裁判件数] 
「司法統計年報 民事・行政事件編 令和 2 年度」、「司法統計年報 民

事・行政事件編 令和 3 年度」（裁判所） 
「司法統計年報 刑事事件編 令和 2 年度」（裁判所） 
「司法統計年報 少年事件編 令和 2 年度」、「司法統計年報 少年事件

編 令和 3 年度」（裁判所） 
「検察統計 2020 年」「検察統計 2021 年」（法務省） 

訴訟追行費

用 
[原単位] 
平成 23 年度調査値を援用 
[裁判件数] 
「司法統計年報 民事・行政事件編 令和 2 年度」（裁判所） 
「検察統計 2020 年」「検察統計 2021 年」（法務省） 

検察費用 [原単位] 
「令和 2 年度 各省各庁歳出決算報告書」（財務省） 
[新規受理件数] 
「検察統計 2020 年」「検察統計 2021 年」（法務省） 

矯正費用 [原単位] 
「令和 2 年度 各省各庁歳出決算報告書」（財務省） 
[矯正関連の収容人員] 

「矯正統計調査 2020 年」（法務省） 
「少年矯正統計調査 2020 年」（法務省） 

保険運営費 「令和 3 年版インシュアランス損害保険統計号 令和 2 年度決算（付・過

去 2 年主要統計）」（株式会社 保険研究所） 
「2021 年度（2020 年度統計）自動車保険の概況」（損害保険料率算出

機構） 
「国土交通省所管特別会計に関する情報開示」令和 2 年度（国土交通

省） 

被害者救済

費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

[自動車事故対策機構]決算資料（独立行政法人 自動車事故対策機

構提供） 
[自治体交通事故相談所]内閣府資料 
[一般社団法人日本損害保険協会自動車保険請求相談センター]決算

報告書（一般社団法人 日本損害保険協会 自動車保険請求相談セン

ター） 
[日弁連交通事故相談センター]「令和 2 年度決算報告書」（公益財団法

人 日弁連交通事故相談センター） 
[交通事故紛争処理センター]「令和 2 年度正味財産増減計算書」（公益

財団法人 交通事故紛争処理センター） 
[交通遺児育成基金]「令和 3 年度決算」（公益財団法人 交通遺児育成
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項目 主な利用データ 

 

各種公的

機関等の

損失 

（つづき） 

被害者救済

費用 

（つづき） 

 

 

基金） 
[交通遺児育英会]「令和 2 年度キャッシュ・フロー計算書」（公益財団法

人 交通遺児育英会） 
[自賠責保険・共済紛争処理機構]「令和 3 年度正味財産増減計算書」

（一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構） 
[重度後遺障害者短期入院協力費]「第 144 回自賠責保険審議会 令和

4 年度自動車安全特別会計の運用益の使途について」（金融庁） 

社会福祉費

用 
[原単位] 
「令和 2 年度 各省各庁歳出決算報告書」（財務省） 
[身体障害者のうち交通事故が原因となった割合] 
「令和 2 年度 福祉行政報告例」（厚生労働省） 
「平成 18 年身体障害児・者実態調査結果」（厚生労働省） 

救急医療体

制費用 
平成 28 年度調査値を用いて延長推計 
「令和4年度自動車安全特別会計の運用益の使途等について」（第144

回 自賠責保険審議会） 

渋滞損失費

用 
[原単位] 
「第 4 回道路事業評価手法検討委員会 参考資料 2 交通事故減少便

益の原単位の算出方法（平成 20 年 11 月）」（国土交通省） 
「毎月勤労統計調査 令和 3 年度分結果確報」（厚生労働省） 
「2021 年消費者物価指数年報」（総務省） 
[事故件数] 
「令和 2 年版交通事故統計年報」（公益財団法人 交通事故総合分析

センター） 

事故車両の

移動費 
「令和 2 年度のロードサービス救援依頼内容」（一般社団法人 日本自

動車連盟） 

 

次頁以降に、交通事故による被害・損失の金銭的損失の算定における人的損失、物的

損失、事業主体の損失及び各種公的機関等の損失の各項目について具体的な算定方法

を記載した。 
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ｓ3.1.1 人的損失 

(1) 死傷者数の算定 

a. 死者数の算定 

「令和 4 年版 犯罪被害者白書」（警察庁）、「道路の交通に関する統計」（警察庁）、「人

口動態調査」（厚生労働省）から年齢別死者数（厚生統計死者数）を設定する。 

b. 後遺障害者数、傷害者数の算定 

「自動車保険の概況」（損害保険料率算出機構）、「数字でみる自動車」（国土交通省）等

を用いて、自賠責保険、自賠責共済等の支払件数実績から推計を行う。 

また、「交通事故統計年報」（公益財団法人交通事故総合分析センター）の年齢別負傷

者数から、「自動車保険データ（支払保険金関連）」（一般社団法人日本損害保険協会）に

おける年齢別後遺障害・傷害者数の比率を用いて、年齢別後遺障害者数・傷害者数を推

計する。さらに、前段で推計した後遺障害者数及び傷害者数の全体数と、年齢別数の総数

が一致するように補正係数乗ずる補正処理を行う。 

 

(2) 被害者 1 名当たり損失額の算定 

「自動車保険データに見る交通事故の経済的損失の状況」（一般社団法人日本損害保

険協会）等に基づき、平成 28 年度調査と同様に、死亡、後遺障害、傷害別の被害者 1 名当

たり人的損失額を計算する。 

 

(3) 人的損失額の算定 

「ｓ3.1.1(1)死傷者数の算定」における[死傷者数（被害者数）]と「ｓ3.1.1(2)被害者 1 名当た

り損失額の算定」における[被害者 1 名当たり損失額]を乗じることにより、死亡、後遺障害、

傷害別の人的損失額を算定する。 
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(4) 慰謝料相当分の除外 

（１）～（３）により算出される人的損失額は、損害保険支払額データを元にしているため、

包括的に慰謝料相当分を含んでいる。一方でこの調査においては、非金銭的損失として、

交通事故による精神的被害を推計し足し合わせる。したがって、人的損失額と今年度調査

において推計する非金銭的項目を足し合わせると、慰謝料相当分と非金銭的項目で重複

計上が発生すると考えられるため、人的損失額から慰謝料相当分を差し引く必要がある。そ

のため、平成 23 年度調査（及び平成 28 年度調査）の考え方を踏襲して、以下の方法で慰

謝料相当分を差し引くこととする。 

l 死亡のケース： 

平成 23 年度調査（および平成 28 年度調査）の結果で算出された、死亡時の 1 名当

たり人的損失額の内訳における 1 名当たり慰謝料額の比率を援用し、この比率で死

亡損失額に対する慰謝料額を推計する。 

l 後遺障害・傷害のケース： 

死亡 1 名当たり慰謝料額と後遺障害 1 名当たり慰謝料額の比率、および死亡者数と

後遺障害者数の比率を適宜設定し、その比率を推計した死亡分の慰謝料額に乗じ

ることで、後遺障害分の慰謝料額を推計する。傷害においても同様の処理を行う。 
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ｓ3.1.2 物的損失 

(1) 人身事故における物的損失 

a. 損害物 1 件当たり物的損失額の算定 

損害物 1 件当たり物的損失額は、「自動車保険データ（支払保険金関連）」（一般社団法

人日本損害保険協会）に基づき、事故類型別（人対車両、車両相互、車両単独など）に算

定する。 

b. 人身事故 1 件当たり損害物数の算定 

人身事故 1 件当たり損害物数は、事故類型別に過年度調査における設定を踏襲する。 

c. 人身事故における物的損失額の算定 

人身事故における物的損失額は、人身事故における物的損失件数に、「ｓ3.1.2(1)a. 損

害物 1 件当たり物的損失額の算定」における〔損害物 1 件当たり物的損失額〕を乗じて計算

する。 

なお、人身事故における物的損失件数は、「交通事故統計年報」（公益財団法人交通事

故総合分析センター）の類型別人身事故件数に、「ｓ3.1.2(1)b. 人身事故 1 件当たり損害物

数の算定」における［人身事故 1 件当たり損害物数］を掛けることで計算する。 

d. 人身事故における死傷者 1 名当たり物的損失額と物的損失額の総額 

人身事故における死傷者 1 名当たり物的損失額は、「ｓ3.1.2(1)c 人身事故における物的

損失額の算定」における［人身事故における物的損失額］を、「道路の交通に関する統計」

（警察庁）の交通統計死亡数（厚生統計死者数ではないため注意）で除することで算定する。 

また、人身事故における物的損失額の総額は、算定した人身事故における死傷者 1 名当

たり物的損失額に、「ｓ3.1.1 人的損失」において算定した死傷者数を乗じて算定する。 

 

(2) 物損のみ事故の損失額 

物損のみ事故の損失額は、人身事故における物的損失額を事故全体の物的損失額（人

身事故と物損事故による物的損失額の合計）から差し引くことにより算定する。 

ここで、「ｓ3.1.2(1)c 人身事故における物的損失額の算定」において得た［人身事故による

物的損害額］は、「道路の交通に関する統計」（警察庁）をもとにした推計値であるため、「ｓ

3.1.1 人的損失」において算定した死傷者数（厚生統計死者数などの合計）に集計範囲が

対応するよう補正係数を計算し、補正処理を行う。 

また、事故全体の物的損失額（人身事故と物損事故による物的損失額の合計）は、「ｓ



 

ｓ-17 

 

3.1.2(1)a 損害物 1 件当たり物的損失額の算定」における［損害物 1 件当たり物的損失額］

に、「自動車保険データ（支払保険金関連）」（一般社団法人日本損害保険協会）の事故類

型別損害物件数を乗じて算定した。なお、「自動車保険データ（支払保険金関連）」（一般社

団法人日本損害保険協会）は2012年時点のデータであるため、令和2年時点に推計する。 

ｓ3.1.3 事業主体の損失 

(1) 業種別死傷者数の算定 

業種別死傷者数は、「交通事故統計年報」（公益財団法人交通事故総合分析センター）

を用いて設定する。死亡・負傷別となっているため、負傷については後遺障害・傷害に按分

して計算する。 

(2) 業種別損失日数の算定 

業種別損失日数は、「自動車保険の概況」（損害保険料率算出機構）および「労働能力

喪失率表」（国土交通省）に基づいて、業種別損失日数を設定する。 

(3) 「単位時間・就業者 1 名当たり付加価値額－人件費」の算定 

事業主体における就業者 1 名当たり付加価値額は、「財政金融統計月報 法人企業統

計年報特集」（財務省）より、業種別の付加価値額、人件費、就業者数を抽出し、「単位時間

当たりの就業者 1 名当たり付加価値額－人件費」を業種別に算定する。 

(4) 事業主体の損失額 

業種別の事業主体の損失額は、「ｓ3.1.3(2)業種別損失日数の算定」に「ｓ3.1.3(3)業種別

の付加価値額－人件費」を乗じることにより算定する。 

また、被害者 1 名当たり事業主体の損失額は、事業主体の損失額を「ｓ3.1.1 人的損失」

において算定した死傷者数で割ることにより算出する。 
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ｓ3.1.4 各種公的機関等の損失 

各種公的機関等の損失は、表ｓ 3-2 に示した 1)～12)の項目において算定する。 

なお、被害者 1 名当たり各種公的機関等の損失は、各項目の死傷 3 分類別の損失額を

「ｓ3.1.1 人的損失」で計算した死傷 3 分類の人数で割ることにより算出する。 

 

表ｓ 3-2 各種公的機関等の損失の算定方法 

項目 算定方法 

1) 救急搬送費 

 

・「出動件数」に「出動費用」を乗じることによって算出する。 

・当該費用の死傷 3 分類への按分は、根拠となるデータがないため、3

分類で同等の費用が発生するとする。 

2) 警察の事故処理費用 ・警察官 1 名 1 時間当たりの費用（人件費）に、年間の事故処理延べ

時間を乗じることによって算出する。 

・当該費用の死傷 3 分類への按分について、事故処理延べ時間が被

害程度別となっているものの、これらは死亡、後遺障害、傷害に対応

していないため、3 分類で同等の費用が発生するとする。 

3) 裁判費用 

 

・致死、致傷別の交通関係の裁判件数と、裁判所の歳出額を用いて、

死亡、後遺障害、傷害別の裁判費用を推計する。 

・当該費用の死傷分類への按分は、致死、致傷別の裁判件数データ

（過年度調査と同様に、平成 23 年度調査のデータである最高裁資

料を援用）を元に、致死を死亡、致傷を後遺障害・傷害と対応させて

2 分類で按分する。 

4) 訴訟追行費用 ・民事、刑事別の訴訟追行費用（総額）と、致死、致傷別の交通関係の

裁判件数を用いて、死亡、後遺障害、傷害別の訴訟追行費用を推

計する。 

・当該費用の死傷分類への按分は、致死、致傷別の裁判件数データ

（過年度調査と同様に、平成 23 年度調査のデータである最高裁資

料を援用）を元に、致死を死亡、致傷を後遺障害・傷害と対応させて

2 分類で按分する。 

5) 検察費用 ・致死、致傷別の検察の新規受理件数、検察の歳出額を用いて、死

亡、後遺障害、傷害別の検察費用を推計する。 

・当該費用の死傷分類への按分は、致死、致傷別の新規受理件数

データを元に、致死を死亡、致傷を後遺障害・傷害と対応させて2分

類にて按分する。 

6) 矯正費用 ・交通関連・矯正関連の収容人員、矯正関連の歳出額を用いて、交通

関連・矯正関連の矯正費用を推計する。 

・当該費用の死傷 3 分類への按分について、矯正費用は被害者死亡

のケースが大部分と考えられるので、全費用を死亡に係る費用とす

る。 

7) 保険運営費 ・損害保険の損害調査費、共済事業費の運営費、政府保障事業保障

業務委託費を足し合わせることにより算出する。 

・当該費用の死傷 3 分類への按分は、根拠となるデータがないため、3

分類で同等の費用が発生するとする。 

8) 被害者救済費用 

 

 

 

 

 

 

・以下を足し合わせることにより算出する。 

ü 自動車事故対策機構について、決算資料の貸付事務取扱業務

費、療護業務費、援護業務費の合計。 

ü 自治体交通事故相談所について、業務費用の合計。 

ü 一般社団法人日本損害保険協会自動車保険請求相談センター

について、決算資料の支出の合計。 

ü 日弁連交通事故相談センターについて、決算資料の支出（経常
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項目 算定方法 

8) 被害者救済費用 

(つづき) 

 

費用）の合計。 

ü 交通事故紛争処理センターについて、決算資料の事業費の合

計。 

ü 交通遺児育成基金について、決算資料の育成給付金。 

ü 交通遺児育英会について、決算資料の事業活動支出の合計。 

ü 自賠責保険・共済紛争処理機構について、決算資料の事業費の

合計。 

ü 重度後遺障害者短期入院協力費について、在宅の重度後遺障

害者の短期入院を受け入れる病院や短期入所を受け入れる障害

者施設に対する受入体制の整備および強化に要する経費の一

部の補助の決算額。 

・当該費用の死傷 3 分類への按分は、交通遺児育成基金および交通

遺児育英会は被害者死亡のケース、自動車事故対策機構および重

度後遺障害者短期入院協力費は後遺障害のケース、他はすべての

ケースに均等に割り振ることとする。 

9) 社会福祉費用 ・障害者の自立支援等に必要な経費に、厚生労働省データによって把

握される身体障害者のうち交通事故が原因である割合を乗じること

によって算定する。 

・当該費用の死傷 3 分類への按分について、当該費用は後遺障害の

ケースが大部分と考えられるので、全費用を後遺障害に係る費用と

する。 

10) 救急医療体制整備費 ・救急医療体制の整備等に関する費用に、救急出動件数中の交通事

故出動件数の割合を乗じることによって算定する。 

・救急医療体制の整備等に関する費用は、医療提供体制推進事業費

補助金の予算額を過年度および最新の予算書に基づいて推定した

値を用いる。 

・当該費用の死傷 3 分類への按分は、根拠となるデータがないため、3

分類で同等の費用が発生するとする。 

11) 渋滞の損失 ・国土交通省の渋滞損失算出法にしたがって算出する。 

・当該費用の死傷 3 分類への按分は、根拠となるデータがないため、3

分類で同等の費用が発生するとする。 

12) 事 故 車 両 の 移 動 費

（レッカー車の出動費） 

・日本自動車連盟（JAF）によるレッカー車出動費を JAF による処理件

数の比率で割り戻すことにより、全国の事故車両の移動費（レッカー

車の出動費）を推定する。JAF による処理件数の比率は 30％と設定

する。 

・日本自動車連盟（JAF）によるレッカー車出動費は、ロードサービス出

動 1 件当たり業務費に、ロードサービス事故処理件数を乗じて算出

する。ロードサービス出動 1 件当たり業務費は、ロードサービス業務

費の合計をロードサービス出動件数の合計で割って計算する。 

・ロードサービス業務費は、「令和 2 年度のロードサービス救援依頼内

容」（一般社団法人 日本自動車連盟）よりロードサービス出動件数

と平成 28 年度調査での出動件数で伸び率を計算し、平成 28 年度

調査で推計したロードサービス業務費に乗じる事で算出する。 
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ｓ3.2 未更新データ等の更新検討 

ｓ3.2.1 未更新データの更新方法の検討 

(1) 厚生統計の年齢区分別交通事故死者数 

年齢区分別交通事故死者数は、死亡による人的損失及び非金銭的損失の算定に適用

する。本データの更新の経緯、平成 28 年度調査及び今年度調査の対応は、表ｓ 3-3 のと

おりである。 

表ｓ 3-3 利用データの更新・変更（年齢区分別交通事故死者数） 

調査年 利用データ 

平成 23 年度調査 
警察庁から提供（平成 21 年値）を、「人口動態調査」（厚生労働省）の年齢別

交通事故死亡数（平成 21 年値）で調整 

平成 28 年度調査 
平成 23 年度調査の警察庁提供データ（平成 21 年値）を、「人口動態調査」

（厚生労働省）の年齢別交通事故死亡数（平成 26 年値）で調整 

今年度調査 「人口動態調査」（厚生労働省）で集計 

 

平成 23 年度では警察庁から提供されたデータ（平成 21 年値）を用いて、「人口動態調

査」（厚生労働省）の年齢別交通事故死亡数（平成 21 年値）から、人的損失の算定の集計

区分に合わせて死亡者数を調整した。また、平成 28 年度では、平成 23 年度調査の警察庁

提供データ（平成 21 年値）と「人口動態調査」（厚生労働省）の年齢別交通事故死亡数（平

成 26 年値）から、人的損失の算定の集計区分に合わせて死亡者数を推計した。 

 今年度では、「人口動態調査」（厚生労働省）を用いて年齢区分別交通事故死者数を集

計した。なお、人的損失算定の集計区分に合わせて、特に 10 代以下（6 歳以下、7～12 歳、

13～15 歳、16～19 歳）については 5 歳年齢階級のデータを 1 歳刻みで等分して集計した。 
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表ｓ 3-4 「人口動態調査」を用いた年齢区分別交通事故死者数の集計結果 

年齢階級 令和 2 年 平成 21 年 

6 歳以下 ※ 30 79 

7～12 歳 ※ 20 57 

13～15 歳 ※ 32 75 

16～19 歳 ※ 106 250 

20～24 歳 159 353 

25～29 歳 93 220 

30～34 歳 79 206 

35～39 歳 97 266 

40～44 歳 106 259 

45～49 歳 167 252 

50～55 歳 212 315 

55～59 歳 169 447 

60～64 歳 205 593 

65～69 歳 302 652 

70～74 歳 383 745 

75 歳以上 1,466 2,309 

不詳 0 8 

全体 3,626 7,086 

出所）「人口動態調査」（厚生労働省）を用いて集計 

※：「人口動態統計」は 5 歳階級のデータであるため、6 歳以下、7～12 歳、13～15 歳、16～19 歳については、死者数を 1 歳

刻みで等分した。 
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(2) 政府保障事業（ひき逃げ、無保険）の死亡・後遺障害・傷害の件数 

政府保障事業（ひき逃げ、無保険）の死亡・後遺障害・傷害の件数は、後遺障害・傷害の

人的損害の算定に適用する（死亡は最終的に人的損失の算定に適用しない）。本データの

更新の経緯、平成 28 年度調査及び今年度調査の対応は、表ｓ 3-5 のとおりである。 

 

表ｓ 3-5 利用データの更新・変更（政府保険事業の件数） 

調査年 利用データ 

平成 23 年度調査 「自動車損害賠償保障年報」（国土交通省） 

平成 28 年度調査 上記年報が廃刊のため、H23 年度調査と同じ件数を適用 

今年度調査 「数字でみる自動車 2022」（国土交通省） 

 

平成 23 年度調査報告書では「自動車損害賠償保障年報」（国土交通省）に掲載されてい

る政府保障事業の死亡・後遺障害を含む傷害件数を用いていた。また、平成 28 年度調査

では、参照文献が平成 23 年度調査以降に廃刊になったため、平成 23 年度調査と同じ件

数を適用した。 

今年度調査では、「数字でみる自動車2022」（国土交通省）に掲載されている政府保障事

業の保障金支払状況のデータを適用する。 

「数字でみる自動車 2022」に掲載されている政府保障事業の過去の保障金支払状況は、

「自動車損害賠償保障年報（平成 20 年度版）」（国土交通省）掲載の数値とほぼ一致する

（一部の年度で数件の差がある）。平成 18 年度調査（平成 16 年度値）では死亡 122 件、傷

害が 4,632 件となっているが、「自動車損害賠償保障年報（平成 20 年度版）」及び「数字で

みる自動車 2022」に掲載されている平成 16 年度値は死亡 126 件、傷害 4,628 件となって

おり、死亡－4 件、傷害＋4 件の差がみられる。また、平成 23 年度調査（平成 21 年度値）で

は、死亡 67 件、傷害 2,163 件となっており、「数字でみる自動車 2022」と一致している。 

 

表ｓ 3-6 政府保障事業の保障金支払状況として利用したデータ 

（平成 19 年度、平成 23・28 年度調査） 

 死亡 傷害（後遺障害を含む） 

平成 16 年度 122 4,632 

平成 21 年度 67 2,163 

出所）平成 18 年度、平成 23 年度調査報告書 
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表ｓ 3-7 政府保障事業の保障金支払状況の代替データ 

 

（中略） 

 
出所）「数字でみる自動車 2022」（国土交通省） より中略、赤枠を加筆 
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(3) 物的損失額（事故類型別・損害物件数及び 1 件当たり物的損失額） 

物的損失額（事故類型別・損害物件数及び 1 件当たり物的損失額）は、金銭的損失を構

成する項目の 1 つである。本データの更新の経緯、平成 28 年度調査及び今年度調査の対

応は、表ｓ 3-8 のとおりである。 

表ｓ 3-8 利用データの更新・変更（物的損失額） 

調査年 利用データ 

平成 23 年度調査 
「自動車保険データ（支払保険金関連）2009 年度」（一般社団法人日本損害

保険協会） 

平成 28 年度調査 
最新値として、「自動車保険データ（支払保険金関連）2012 年度」（一般社団

法人日本損害保険協会）を適用 

今年度調査 
平成 28 年度調査値に、「交通事故統計年報」（公益財団法人交通事故総合

分析センター）から算出した事故類型別損害物件数の平成 28 年度調査値と

今年度調査値の増減率を計算して乗じ、推計 

 

平成 28 年度調査では「自動車保険データ（支払保険金関連）2012 年度」（一般社団法人

日本損害保険協会）の数値を用いていた。この参照文献は 2012 年度以降更新されていな

いため、2012 年度のデータを適用していた。 

物的損失額の具体的な計算方法は、事故類型別の損害物件数（表ｓ 3-9①）と損害物 1

件当たり物的損失額（表ｓ 3-9②）を乗じて、各事故類型の物的損失額の合計を物的損失

額（1,795,780 百万円、表ｓ 3-9③の合計）としていた。なお、この①、②は人身事故と物損

事故の双方を合計した件数・金額と考えることができる。 

この計算方法のもと、平成 28 年度と同じ 2012 年度のデータをそのまま適用すると、物的

損失額は 1,795,780 百万円で一定となってしまい、事故件数が減少している現実と整合がと

れなくなる。 

表ｓ 3-9 損害保険データ及び物的損失額（人身事故と物損事故の合計）（2012 年度） 

事故類型 ① 損 害 物

件数(件） 
②損害物 1 件当たり

物的損失額（千円） 
③物的損失額 

（百万円）（＝①×②） 

人対車両 83,196 57 4,742 

車 両 相 互

事故 
正面衝突 158,984 380 60,414 

側面衝突 1,185,194 256 303,410 

追突 1,592,504 297 472,974 

後退時衝突 862,362 148 127,630 

その他 547,483 238 130,301 

車両相互事故小計 4,346,527 252 1,094,728 

車 両 単 独

事故 
構築物衝突 2,321,369 276 640,698 

横転・転落 136,639 407 55,612 

車両単独事故小計 2,458,008 283 696,310 

合計 6,887,731 261 1,795,780 

出所）自動車保険データ（支払保険金関連）2012 年度（一般社団法人日本損害保険協会） 

 

今年度調査では、本データの発行元である一般社団法人日本損害保険協会に電話ヒア
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リングしたところ、「自動車保険データ（支払保険金関連）」は、今後も更新の予定がないこと

を確認した。 

そのため、令和 2 年の物的損失額を推計するために、令和 2 年の事故類型別の損害物

件数（表ｓ 3-9 の①列に相当する件数）を推計し、事故類型別の損害物 1 件当たり物的損

失額（表ｓ 3-9 の②列に示す金額をそのまま用いる。）を乗じて算定することとした。 

なお、令和 2 年の事故類型別の損害物件数（表ｓ 3-9 の①列に相当する件数）の推計に

ついては、人身事故に限定した損害物件数（推計）の増減率（H24→R2）を、平成 28 年度で

使用した事故類型別の損害物件数（表ｓ 3-9 の①列に相当する件数）に乗じることで行った。 

令和 2 年の事故類型別の損害物件数（表ｓ 3-9 の①列に相当する件数）の推計手順（以

下の 1～2）、及び令和 2 年の物的損失額の算定手順（以下の 3）は、具体的に以下のとおり

である。 

1. 平成 28 年度調査（平成 23 年度調査）と同様の手順で、「令和 2 年版 交通事故

統計年報」の事故件数から令和 2 年の人身事故に限定した（物損事故を含まな

い）”事故類型別の損害物数”を推計し、平成 28 年度調査で推計した同データか

らの増減率（表ｓ 3-10）を計算する。 

2. 平成 28 年度に利用した事故類型別の損害物件数（表ｓ 3-9①、表ｓ 3-11①（再

掲）。人身事故と物損事故の双方を合計した件数）に、1 で計算した増減率を乗じ、

令和 2 年の事故類型別の損害物件数（人身事故と物損事故の双方の合計件数）

を推計する（表ｓ 3-11③）。 

3. 事故類型別 1 件当たり物的損失額は「自動車保険データ（支払保険金関連）2012

年度」（一般社団法人日本損害保険協会）によるデータを用いて（表ｓ 3-11④）、2

で推計した令和 2 年の事故全体の事故類型別損害物件数に乗じ、令和 2 年の事

故類型別物的損失額を推計する（表ｓ 3-11⑤）。 

以上より、令和 2 年の事故類型別物的損失額を推計した結果、物的損失の全体額は

1,257,629 百万円、従来方法での計算から 30%減となる（表ｓ 3-12）。 
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表ｓ 3-10 人身事故の損害物数の増減率 

事故類型 
損害物数（件） 

増減率 
令和 2 年 平成 24 年 

人対車両  49,497 83,196 -40.5% 

車両相互 

事故 

正面衝突 31,642 44,302 -28.6% 

側面衝突 647,194 803,413 -19.4% 

追突 474,261 731,727 -35.2% 

後退時衝突 59,432 66,805 -11.0% 

その他 84,386 110,328 -23.5% 

車両相互事故小計 1,296,916 1,756,576 -26.2% 

車両単独 

事故 

構築物衝突 19,150 30,936 -38.1% 

横転・転落 10,511 11,490 -8.5% 

その他 6,574 8,810 -25.4% 

車両単独事故小計 36,235 51,235 -29.3% 

踏切  293 212 38.4% 

合計  1,382,940 1,891,218 -26.9% 

出所）「平成 28 年度交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査報告書」（内閣府）より作成 

 

表ｓ 3-11 損害物件数及び物的損失額（人身事故と物損事故の合計）の計算 

事故 類型 

①損害物件

数(件）[自動

車保険データ

（H24）] 

②増減率

（R2/H24） 

③事故全体

の(件）[推計

(R2)] 

（=①×②） 

④損害物 1

件当たり物的

損失額（千

円）[自動車保

険データ] 

⑤物的損失

額（百万円） 

[推計] 

（=③×④） 

人対 車両 83,196 -40.5% 49,497 57 2,821 

車両相

互事故 

正面衝突 158,984 -28.6% 113,553 380 43,150 

側面衝突 1,185,194 -19.4% 954,740 256 244,413 

追突 1,592,504 -35.2% 1,032,165 297 306,553 

後退時衝突 862,362 -11.0% 767,178 148 113,542 

その他 547,483 -23.5% 418,751 238 99,663 

車両相互事故

小計 
4,346,527 -26.2% 3,286,387 252 807,322 

車両単

独事故 

構築物衝突 2,321,369 -38.1% 1,436,998 276 396,612 

横転・転落 136,639 -8.5% 124,999 407 50,874 

その他 - -25.4% - - - 

車両単独事故

小計 
2,458,008 -29.3% 1,561,997 283 447,486 

踏切  - 38.4% - - - 

合計  6,887,731 -26.9% 4,897,881 - 1,257,629 

出所）①④ 自動車保険データ（支払保険金関連）2012 年度（一般社団法人日本損害保険協会） 

※ ④損害物 1 件当たりの物的損失は 2012 年度時点のデータをそのまま適用しており、現在よりも減少額（率）が大きい可能

性がある。 
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表ｓ 3-12 代替方法を用いた場合の物的損失の金額比較 

費目 
令和 2 年度 

（代替方法） 
平成 26 年度 平成 21 年度 

物的損失（百万円） 1,257,629 1,795,780 1,710,563 

変化率（R2 代替/H26） -30% - - 
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ｓ3.2.2 平成 28 年度調査からの改善 

(1) 裁判件数（各種公的機関等の損失: 3. 裁判費用） 

裁判件数は、金銭的損失の各種公的機関等への損失の１つの項目である裁判費用を算

定するために適用する。本データの改善経緯、過年度までの対応及び今年度調査の対応

は、表ｓ 3-13 のとおりである。 

 

表ｓ 3-13 利用データの改善（裁判件数） 

調査年 利用データ 

平成 28 年度調査 交通関係裁判件数（少年事件） 

＝過失致死傷の件数 

今年度調査 交通関係裁判件数（少年事件） 

＝過失致死傷の件数 

 ＋危険運転致死の件数＋危険運転致傷の件数 

 

各種公的機関等の損失のうち裁判費用は、裁判所の歳出額に裁判件数のうち交通関係

裁判件数（民事・刑事・少年）の割合を乗じて計算する。交通関係裁判件数について少年事

件の裁判件数は、平成 28 年度調査では、業務上過失致死傷の裁判件数のみが計上され

ていた。 

そのため今年度調査では、民事事件及び刑事事件と同様に、少年事件においても過失

致死傷の裁判件数に加えて、危険運転致死及び危険運転致傷の件数も計上するように改

善した。 

提案した改善方法による交通関係の裁判費用の前後比較を以下に示す。 

 

表ｓ 3-14 少年事件の裁判件数に関する改善前後比較 

 総件数（件）

(A) 

交通関係裁判件数（件） 交通関係裁判の割合（%） 

業務上過失

致死傷① 

危険運転

致死② 

危険運転

致傷③ 

改善前 

=①/(A) 

改善後 

=(①+②+③) 

     /(A) 

令和 2 年 51,485 9,274 6 39 18.0% 18.1% 

平成 26 年 107,479 20,430 6 41 19.0% 19.1% 

出所）「司法統計」（裁判所）少年 令和 2 年度、平成 26 年度、平成 21 年度 

 

表ｓ 3-15 交通関係の裁判費用に関する改善前後比較 

 全歳出額（年度）

（百万円） 

交通関係費用（百万円） 

（民事・刑事・少年 合計） 
増減率(%) 

改善前 改善後 改善後/改善前-1 

令和 2 年 312,451 19,364 19,425 0.3% 

平成 26 年 309,384 28,046 28,094 0.2% 

※ 交通関係の裁判費用は裁判所の歳出額を、裁判件数のうち交通関係裁判件数（民事・刑事・少年）の割合を乗じて計算。 
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(2) 交通関係の収容人員（各種公的機関等の損失：6. 矯正費用） 

交通関係の収容人員は、金銭的損失の各種公的機関等への損失の１つの項目である矯

正費用を算定するために適用する。本データの改善経緯、過年度までの対応及び今年度

調査の対応は、表ｓ 3-16 のとおりである。 

 

表ｓ 3-16 利用データの改善（交通関係の収容人数） 

調査年 利用データ 

平成 28 年度調査 交通関係の収容人員（刑務所） 

＝懲役＋禁固の男女総計の件数 

今年度調査 交通関係の収容人員（刑務所） 

＝懲役＋禁固＋拘留＋死刑の男女総計の件数 

 

各種公的機関等の損失のうち矯正費用は、矯正関連の歳出額に全収容人員（刑務所・

少年院）のうち交通関係の収容人員の割合を乗じて計算する。平成 28 年度調査では、刑務

所の収容人員は、懲役及び禁固の男女総計の人員数のみが計上されていた。対して、平

成 23 年度調査では、懲役、禁固に加えて、拘留、死刑の男女総計の人員数も計上されて

いた。 

そのため今年度調査では、平成 23 年度調査と同様に、刑務所の収容人員は懲役、禁固

に加えて、拘留、死刑の男女計の人員数も計上するように改善した。 

提案した改善方法による交通関係の矯正費用の前後比較を以下に示す。 

 

表ｓ 3-17 交通関係の収容人数に関する改善前後比較 

 

交通

関係

(人) 

(A) 

全収容人数（人） 合計（人）(B) 

交通関係の割合

（％） 

=(A)/(B) 

刑務所 

⑤ 

少年 

改善前

=①+②

+⑤ 

改善後 

=①+②

+③+ ④

+⑤ 

改善前 改善後 
①懲役 ②禁固 ③拘留 ④死刑 

令和 2 年 298 16,562 53 5 0 1,624 18,239 18,244 1.63% 1.63% 

平成 26 年 408 21,779 82 2 3 2,872 24,733 24,738 1.65% 1.65% 

出所）「矯正統計調査」2020 年、2018 年（法務省）、「少年矯正統計調査」2020 年、2018 年（法務省） 

 

表ｓ 3-18 交通関係の矯正費用に関する改善前後比較  
歳出額 交通関係費用 （百万円） 増減率  

（百万円） 
改善前 改善後 

改善後/改善前

-1 

令和 2 年度 246,207 4,023 4,022 -0.03% 

平成 26 年度 231,012 3,811 3,810 -0.02% 
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(3) 身体障害者数（各種公的機関等の損失：9. 社会福祉費用） 

身体障害者数は、金銭的損失の各種公的機関等への損失の１つの項目である社会福祉

費用を算定するために適用する。本データの改善経緯、過年度までの対応及び今年度調

査の対応は、表ｓ 3-19 のとおりである。 

 

表ｓ 3-19 利用データの改善（身体障害者数） 

調査年 利用データ 

平成 28 年度調査 「平成２３年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調

査）」（厚生労働省） 

今年度調査 「令和２年度 福祉行政報告例」（厚生労働省） 

 

各種公的機関等の損失のうち社会福祉費用は、身体障害者に占める交通事故関係の割

合を身体障害者のための各種機関の歳出額に乗じて計算する。平成 28 年度調査では、身

体障害者の総数は、「平成２３年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等

実態調査）」（厚生労働省）からデータを利用していた。「生活のしづらさなどに関する調査」

は標本調査であり、身体障害者手帳を持つ全数を把握しているものではない。一方で、同じ

厚生労働省が所管する統計で「福祉行政報告例」（厚生労働省）がある。「福祉行政報告例」

は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の

実態を数量的に把握する調査であることから、全数に近い数を把握しているものと考えられ

る。 

そのため今年度調査では、「令和２年度 福祉行政報告例」（厚生労働省）から身体障害

者手帳交付台帳登載数のデータを使用するように改善した。 

提案した改善方法による身体障害者数に関する前後比較を以下に示す。 

 

表ｓ 3-20 身体障害者数に関する改善前後比較  
身体障害者手帳 所持者数（人）  

調査年 ①生活のしづらさな

どに関する調査（全

国在宅障害児・者

等実態調査） 

②福祉行政報告例 増減率 

（=②／①-1） 

令和 2 年度 - 4,977 - 

平成 28 年度 4,287 5,148 20.1% 

平成 23 年度 3,864 5,207 34.8% 

出所）「生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」平成 28 年、平成 23 年（厚生労働省）、「福祉行

政報告例」令和 2 年度、平成 28 年度、平成 23 年度（厚生労働省） 
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(4) 渋滞の損失の賃金上昇率（各種公的機関等の損失の算定：11. 渋滞の

損失） 

渋滞の損失の賃金上昇率は、金銭的損失の各種公的機関等への損失の１つの項目であ

る渋滞の損失を算定するために適用する。本データの改善経緯、過年度までの対応及び今

年度調査の対応は、表ｓ 3-21 のとおりである。 

 

表ｓ 3-21 利用データの改善（賃金の上昇率） 

調査年 利用データ 

平成 28 年度調査 「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）年度データ 

今年度調査 「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）暦年データ 

 

渋滞の損失は、人身事故 1 件当たり渋滞損失額に事故件数を乗じて計算する。人身事

故 1 件当たり渋滞損失額は、「第 4 回道路事業評価手法検討委員会 参考資料 2 交通事

故減少便益の原単位の算出方法（平成 20 年 11 月）」（国土交通省）より平成 20 年の時間

損失及び走行経費損失の金額を用いるため、令和 2 年の価格にするためには、時間損失

には賃金上昇率、走行経費損失は物価上昇率を乗じて計算する必要がある。 

平成 28 年度調査では、賃金上昇率は「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）より年度

データ、物価上昇率は「消費者物価指数年報」（総務省）より暦年データを用いてい

た。人身事故 1件当たり渋滞損失額は“暦年”のデータであることから、今年度調査

では、賃金上昇率について「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）より暦年データを用い

て計算するように改善した。 

提案した改善方法による渋滞の損失の賃金上昇率に関する前後比較を以下に示す。 

 

表ｓ 3-22 賃金上昇率の違い（暦年データ・年度データ） 

時点 暦年 年度 

2008 年 103.3 102.6 

2020 年 100 99.9 

変化率（2008 年→2020 年） -0.032 -0.026 

出所）「毎月勤労統計調査 全国調査」（総務省） 

※令和 2 年平均＝100 

 

表ｓ 3-23 交通事故渋滞による損失額に関する改善前後比較 

（単位：百万円） 暦年データ 年度データ 増減率(%) 

令和 2 年（年度） 107,566 110,974 -3.1% 
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(5) 交通事故の損失額の傷害における慰謝料の計算 

交通事故の損失額の傷害における慰謝料は、人的損失の１つの項目である。本データの

改善経緯、過年度までの対応及び今年度調査の対応は、表ｓ 3-24 のとおりである。 

 

表ｓ 3-24 利用データの改善（慰謝料の計算） 

調査年 利用データ 

平成 28 年度調査 平均的な診療期間を 1 か月単位で区切って慰謝料を計算 

今年度調査 平均的な診療期間を 1 日単位で区切って慰謝料を計算 

 

人的被害において傷害による損失額（慰謝料分）は、死亡の慰謝料に、死亡の慰謝料と

傷害の慰謝料の比率を乗じて計算する。そのうち傷害の慰謝料は、傷害者の傷害度を軽度

～中程度と想定したときの平均的な診療期間を推計し、その期間における入院及び通院の

（民事交通事故訴訟における）慰謝料基準額から計算する。 

平成 28 年度調査では、平均的な診療期間が 51 日間と計算され、傷害に対する平均的

な慰謝料として 1 か月間の入院と 1 か月間の通院の慰謝料基準額（入院と通院の単純平均

で 40.5 万円）と 2 か月間の入院と 2 か月間の通院の慰謝料基準額（入院と通院の単純平均

で 76.5 万円）を単純平均して、58.5 万円と計算していた。つまり、平均的な診療期間を 1 か

月単位で区切って慰謝料を計算していたことになる。 

今年度調査では、平均的診療期間を平成 28 年度調査同様に 1 日単位（平成 28 年度調

査では 51 日間）で計算することから、傷害に対する平均的な慰謝料も 1 日単位で区切って

計算するように改善した（今年度調査では 61 日間になる）。 

提案した改善方法よる交通事故の損失額の傷害における慰謝料に関する前後比較を以

下に示す。 

 

表ｓ 3-25 交通事故の損失額の傷害における慰謝料に関する改善前後比較 

平均的な 

診療期間 

2 ヶ月間の入

院と 2 ヶ月間の

通院の慰謝料

基準額① 

3 ヶ月間の入

院と 3 ヶ月間の

通院の慰謝料

基準額② 

改善前： 

1 か月単位換

算 

(単純平均 
（①+②）/2) 

改善後： 

1 日単位換算 

増減率 

=改善後/改善

前-1 

61 日 76.5 万円 109 万円 92.75 万円 77.7 万円 -16.3% 

 

  


